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教
育
制
度
分
科
会
運
営
規
則
案

（

）

、

中
央
教
育
審
議
会
運
営
規
則

平
成
十
五
年
五
月
十
五
日
中
央
教
育
審
議
会
決
定

第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き

教
育
制
度
分
科
会
運
営
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

教
育
制
度
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う

）
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
関
し
必
要

。

な
事
項
は
、
中
央
教
育
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
及
び
中
央
教
育
審
議
会
運
営
規
則
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
部
会
）

第
二
条

分
科
会
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
分
担
さ
せ
る
た
め
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一

豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
の
育
成
の
た
め
の
教
育
改
革
に
関
す
る
重
要
事
項

二

地
方
教
育
行
政
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
重
要
事
項

三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
分
科
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
三
条

委
員
は
、
必
要
に
応
じ
、
分
属
す
る
部
会
以
外
の
部
会
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
部
会
の
議
決
）

第
四
条

分
科
会
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
、
分
科
会
の
議
決
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
部
会
が
議
決
し
た
と
き
は
、
部
会
長
は
、
当
該
議
事
の
経
過
及
び
結
果
を
次

の
分
科
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
議
の
公
開
）

、

。

、

、

第
五
条

分
科
会
の
会
議
は

公
開
し
て
行
う

た
だ
し

特
別
の
事
情
に
よ
り
分
科
会
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

２

分
科
会
の
会
議
の
公
開
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
会
議
の
公
開
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
分
科
会
長
が
分

科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

（
雑
則
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
分
科
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
分
科
会
の
決
定
の
日
（
平
成
十
五
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。


